




















派 遣 労 働 者 の
条 件

業 務 内 容

責 任 の 程 度

派 遣 労 働 者 の
種 別

組 織 単 位 組織単位の長の職名：

指 揮 命 令 者

派 遣 期 間 ～

就 業 時 間

休 憩 時 間 （

① 苦情の申出を受ける者

（派遣元）

（派遣先）

② 苦情処理方法、連携体制等

・

・

派 遣 元 責 任 者

派 遣 先 責 任 者

年 月 日 年 月 日

12 時 00 分 から

18 時 00 分 まで

まで

ただし、土曜日、日曜日、祝祭日に勤務を要する場合がある。

から

別紙１

氏名：

①理系の修士等を終了していること

②iPS細胞の樹立・維持培養および分化誘導

③顕微鏡等による細胞観察

④FACS及びフローサイトメーターの実施

⑤リアルタイムPCRよる遺伝子発現解析の実施

⑥免疫染色等の実施およびその観察

⑦ウエスタンブロットによるタンパク質発現解析の実施

⑧学会、会議等への参加および発表

⑨上記研究に係る一般試薬、器具及び理化学機器の管理

①iPS細胞の樹立・維持培養および分化誘導

②FACS及びフローサイトメーターの実施

③リアルタイムPCRよる遺伝子発現解析の実施

④シングルセルコントローラー解析データの網羅的解析の実施

⑤免疫染色等の組織染色、顕微鏡による観察

⑥英語文献の探索

⑦学会、会議等への参加および発表

⑧上記研究に係る一般試薬、器具及び理化学機器の管理

就 業 場 所

医学系研究科

特任准教授

①事業所名：

役職なし

部署：

氏名：

医学系研究科

役職：

就 業 日

国立大学法人大阪大学医学系研究科　吹田地区

9 時 00 分

大阪府吹田市山田丘2-2

派遣先は、派遣労働者に対し、派遣先が雇用する労働者が利用する診療施設、食堂施

設、レクリエーション施設、その他福利厚生施設等について、利用することができる

よう便宜供与することとする。

② 所 在 地 ：

③所属部署：

④電話番号：

部署： 医学系研究科眼科学講座

医学系研究科眼科学講座

13 時 00 分 ）

月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日

(土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始（12/29～1/3）を除く)

役職：部署：

氏名：

役職：

電話番号：

電話番号：

電話番号：

経理課長

氏名：

協力して迅速な解決に努める。

派遣先及び派遣元は、派遣労働者からの苦情の申し出があった場合には、互いに

電話番号：教授

・派遣元にて無期雇用されている者に限定しない
・６０歳以上の者に限定しない

派 遣 労 働 者
か ら の
苦 情 の 処 理

便 宜 供 与

60分間

役職：

役職： 氏名：

派遣先及び派遣元は、苦情を処理した結果について派遣労働者に知らせる。



・

・

派 遣 人 員 1 名

基本単価　1時間あたり

法定労働時間を超えた場合  1時間あたり 税抜基本単価に100分の125を乗じて得た額

税抜基本単価に100分の125を乗じて得た額

税抜基本単価に100分の135を乗じて得た額

深夜勤務（22:00～5:00）の割増単価　1時間あたり 税抜基本単価に100分の25を乗じて得た額

労使協定方式の
対象となる派遣
労働者に限るか

否か

備 考

時間、 1月就業時間外の労働は1日 時間、 1年

とができるものとする。

休日労働は命じないものとする。

派遣先は、労働者派遣の終了後に当該労働者派遣に係る派遣労働者を雇用する意思が
ある場合は、その雇用意思を事前に派遣元に示すこととし、派遣元の職業紹介により当該
労働者派遣に係る派遣労働者を雇用し、当該職業紹介に係る手数料を、以下のとおり派
遣元に支払うものとする。

手数料：（例）初年度標準年収の○○分の○○に相当する額を上限とし、雇用予定期間
等を勘案のうえ協議し決定する。

派遣元職業紹介許可番号：○○○○○○○○

時間以内で命ずるこ

派遣料金

円（税抜）

法定外休日単価　1時間あたり

法定休日単価　1時間あたり

派遣先が派遣労
働者を雇用する
場合の紛争防止

措置

時間外労働及び
休日労働の上限


